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資料のポイント

本資料は、2023年6月16日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

○2023年6月16日に規制改革実施計画が閣議決定しました
○薬局に関わる主な内容として
「要指導医薬品のオンライン服薬指導」
「調剤業務の一部外部委託」
「在宅医療における円滑な薬物治療の提供」
「在宅患者に対する円滑な点滴交換等」が挙げられています
○答申からの主な変更点として「訪問看護STへの薬剤配置」の表記が検討事項の中ではなく、
背景の中で「提案があった」という表現に変更され、「調剤業務の一部外部委託」では”安全確
保を前提に”の文言が追加されています
○今後は決定した計画に沿って、規制改革についての検討・実施が進められます
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要指導医薬品についてのオンライン服薬指導の実現

（規制改革実施計画から抜粋し日医工（株）が一部省略）
○要指導医薬品についてのオンライン服薬指導の実施に向けて、対象範囲及び実施要件を検討し、
方向性について結論を得る。その上で、所要の措置を講ずる。その際、政府全体として対面規制の
見直しが横断的に進められていることを踏まえるものとする。
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令和５年度検討・結論、結論を得次第可能な限り速やかに措置 答申から修正なし

＜医薬品の区分（現状）＞

医療用医薬品

対面販売
（OL服薬指導可）

要指導医薬品

対面販売
（OL服薬指導不可）

一般用医薬品（第1類、第2類、第3類）

ネット販売（特定販売）可

＜検討事項＞

医療用医薬品

対面販売
（OL服薬指導可）

要指導医薬品

対面販売
（OL服薬指導可）

一般用医薬品（第1類、第2類、第3類）

ネット販売（特定販売）可

OL服薬指導を可に
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薬剤師の地域における対人業務の強化（対物業務の効率化）
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（規制改革実施計画から抜粋し日医工（株）が一部省略）
○調剤業務の一部外部委託の際の安全確保のために委託元や委託先が満たすべき基準や委託先
への監督体制などの技術的詳細を令和４年度に検討し結論を得たことを踏まえ、調剤業務の一部
外部委託を行うことを可能とするための法令改正を含む制度整備を安全確保を前提に早期に行うこ
とを検討する。

令和５年度以降早期に検討・結論 答申から文言追加

大阪府では、調剤業務の一部（一包化）外部委託の実施を目的とした
「薬局DX推進コンソーシアム」が設立され、計22社が参加しています

（引用）令和5年4月24日第11回医療・介護・感染症対策WG資料２より日医工（株）が抜粋

委 託 元 の 薬 局 委 託 先 （薬 局）

依頼

一包化
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在宅医療における円滑な薬物治療の提供①
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（規制改革実施計画から抜粋し日医工（株）が一部省略）
○在宅患者が適時に必要な薬剤を円滑に入手可能とする観点から、具体的にどのような地域にどの
程度の頻度でどのような課題があるかについて現場の医師、薬剤師、看護師及び患者等に対して調
査を行い、必要な対応を検討する。

令和５年度検討開始、令和６年度結論 答申から修正なし

73.2% 26.8%全体

訪問看護師の手元に薬剤や輸液がないことで、患者・利用者の急変に即時対応できなかった経験の有無
ある ない

64.1%

79.7%

100.0%

35.9%

20.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都市部・市街地

人口減少地域

過疎地

（人口の状況別）

n＝235

（参考）令和5年3月6日第7回医療・介護・感染症対策WG資料３をもとに日医工（株）が作成

WGでは患者の急変に即時対応できなかった事例として、
「急な発熱」「脱水」「疼痛」などが挙げられていました
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在宅医療における円滑な薬物治療の提供②
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（規制改革実施計画から抜粋し日医工（株）が一部省略）
○地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の調剤が行われ
ていないことがあるとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態を調査の上、必要な措置を講ずる。具体的
には、地域の薬局において、夜間・休日を含む24時間対応が可能となるよう、必要な対応を検討す
る。

令和５年度検討開始、令和６年度結論 答申から修正なし

4.6% 30.3% 18.3% 17.4% 29.4%全体

迅速に対応してくれる その日のうちには対応してくれる 連絡はつくが対応は翌日以降
連絡はつくが対応は数日待たなければならない 連絡さえ取れない

8.9% 50.0%

10.4%

20.0%

28.6%

6.3%
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24時間対応薬局は、緊急で薬剤等が必要になった時に、対応をしてくれるか（夜間、週末、祝祭日など営業時間以外）

（参考）令和5年3月6日第7回医療・介護・感染症対策WG資料３をもとに日医工（株）が作成

WGでは、都市部等でも薬局の営業時間外になると、「迅速に対応してくれる」機関がかなり限られていると報告されていました
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在宅医療における円滑な薬物治療の提供③
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（規制改革実施計画から抜粋し日医工（株）が一部省略）
○②の措置や対応によっても24時間対応が可能な薬局が存在しない地域については、必要に応じて、
薬剤師、看護師、患者等に対し具体的な課題を把握するための調査を行った上で、在宅患者に円
滑に薬剤を提供する体制の整備に向けて、訪問看護ステーションに必要な薬剤（最低限の数量に
限る。）を配置することも含め必要な対応を検討する。

令和５年度検討開始、遅くとも令和6年度中に結論 文言を背景に移動（項目内では削除）

・WGでは、「一定の条件下で訪問看護師による処方・投薬の枠組みの検討」も提案されていましたが、記載は見送られました
・「訪問看護STに必要な薬剤を配置」については項目内では削除され、背景として「提案があった」との記載に変更されました
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在宅患者に対する円滑な点滴交換等
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（規制改革実施計画から抜粋し日医工（株）が一部省略）
○訪問看護師が適時に患者宅を訪問できないことによって、在宅の患者が点滴交換・充填、褥瘡薬
の塗布等を円滑に受けられない事例が存在するとの指摘があることに対してことや薬剤師による当該
事例への対応について提案があった可能性や課題を検討する必要があるとの指摘があることを踏まえ、
次の措置を講ずる。

a ①具体的にどのような地域にどの程度の頻度でどのような課題があるか、
②なぜ訪問看護師が適時に訪問できなかったのか
を明らかにした上で訪問看護師による課題の解決可能性が現実的にどの程度あるか、について現場
の医師、薬剤師、看護師及び患者等に対して調査を行い、当該事例への実効的な対応策を検討
し、必要に応じて措置を講ずる。

令和５年度検討開始、令和６年度結論、結論を得次第速やかに必要に応じて措置 表現変更

これまで医行為の範囲として薬剤師が実施できなかった
「点滴交換や充填」、「褥瘡薬の塗布」ができるようになる可能性があります



https://www.nichiiko.co.jp/medicine/oncology-contents/
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